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　震災特例法における消費税法関係では、阪
神・淡路大震災での取扱いと同様、（1）東日本
大震災の被災者である事業者について、課税事
業者選択届出書の提出等に係る適用関係の特例
を定める（震災特例法42）、（2）東日本大震災
に係る国税通則法の規定による申告期限の延長
により、中間申告書の提出期限と確定申告書の
提出期限とが同一の日となる場合は、当該中間
申告書の提出を要しない（震災特例法43）旨
の取扱いが手当てされている。
4つのパターン
　（1）では、消費税における①課税事業者を選
択する場合、②課税事業者をやめる場合、③簡
易課税制度の適用を受ける場合、④簡易課税制
度の適用をやめる場合については、本来の提出
期限である適用を受けようとする課税期間の初
日の前日までに提出しなくても、「指定日」まで
に所轄税務署長に消費税課税事業者選択届出書
等を提出すればよいとの特例が設けられている。
　対象となるのは、①指定地域（青森県、岩手
県、宮城県、福島県、茨城県）内に納税地を有
する事業者、②消費税以外の国税について個別

指定を受ける事業者、③①および②以外の被災
事業者（指定地域以外に納税地のある事業者で
個別に申告等の期限を延長していない事業者）。
指定日については、たとえば①では、申告等の
期限の延長について別途国税庁告示で定める日
とされている（現時点では未定）。
　たとえば、免税事業者である3月決算法人が
被災した機械装置等を買い換えるため、平成24
年3月期に課税事業者を選択し、一般課税によ
り申告するケースの具体的な届出等のスケ
ジュールはどうなるだろうか（図1参照）。指定
日についてはまだ明らかになっていないため、
仮に平成23年10月31日としておくこととする。
　この場合は、平成23年10月31日までに課
税事業者選択届出書を税務署に提出すれば、平
成23年3月31日までに提出したものとみなさ
れ、平成24年3月期は課税事業者となる。な
お、平成25年3月期について、課税事業者の
選択をやめる場合には、平成24年3月31日ま
でに課税事業者選択不適用届出書を提出すれば
よいことになる。
　また、3月決算法人が震災により帳簿書類を

課税事業者選択届出書等の提出の特例とは？

　「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」（以下「震災特例法」という）が4
月27日に公布され、即施行されている（本誌402号参照）。このうち、消費税法の特例としては、阪神・淡
路大震災の際と同様、東日本大震災の被災者である法人や個人事業者に対して、課税事業者選択届出書の提
出等に係る適用関係の特例が定められている（震災特例法42）。また、これを踏まえ、国税庁は4月28日、
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについ
て（法令解釈通達）」を公表している（今号21頁参照）。特集では消費税法の特例の概要を図解で紹介する。
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紛失するなどして、平成24年3月期において、
一般課税から簡易課税制度を適用するケースは
どうなるだろうか（図2参照）。
　この場合についても、指定日（仮に平成23
年10月31日とする）までに簡易課税制度選択
届出書を提出すれば、平成23年3月31日まで
に提出したものとみなされ、平成24年3月期
は簡易課税制度の適用を受けることができる。
罹災証明書は求めず
　なお、届出書については、罹災証明書の添付
は求められておらず、参考事項欄または余白に

「東日本大震災の被災事業者である」旨を記載
すればよいこととされている。特例の対象とな
る事業者かどうかを確認するためである。
新規設立法人は3年しばりの適用はなし
　平成22年度税制改正では、アパート等の建
設費に係る消費税還付問題を踏まえ、調整対象
固定資産（棚卸資産以外の固定資産で100万
円以上のもの）の取得に係る仕入控除税額が過
大であった場合、当該取得があった課税期間を
含む3年間については課税選択が強制されるこ

ととされているが、東日本大震災に係る消費税
法の特例の適用を受ける法人については、同制
度は適用されない（震災特例法42②）。
　また、平成22年4月1日以後に設立した新
設法人（その事業年度の基準期間がない法人で
資本金の額等が1,000万円以上）が、基準期
間がない各課税期間中に調整対象固定資産の課
税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属す
る課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行
う場合には、その課税期間の初日から3年間に
ついては免税事業者あるいは簡易課税制度を適
用して申告することができないこととされてい
るが、東日本大震災に係る消費税法の特例を受
ける法人については、同制度は適用されないこ
ととされている（震災特例法42④）。
　ただし、国税通則法11条の規定を受けない
新設法人については、基準期間がない事業年度
のうち最後の事業年度の終了の日と指定日のい
ずれか遅い日までに震災特例法42条4項の規
定に基づく消費税法12条の2第2項の不適用
届出書の提出が必要とされている。
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【図表1】公認会計士試験制度の概要
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※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。

※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図】3月決算法人が初回の認定申請を行う場合

【図】試験の各段階にける通過率について（例示）
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所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等に伴
う個人住民税の課税の取扱いについて（一部抜粋）

●個人住民税の過去5年以内の納税分に係る地方団体の対応について

個人住民税の変更賦課決定について
イ　所得税において過去の保険年金に係る雑所得について更正が行われた場合
　所得税において保険年金に係る雑所得の金額が更正された場合においては、市町村は原則として、当該更正した
金額を基準として個人住民税を算定することとされており、個人住民税においても変更賦課決定を行う必要があること。
　還付加算金については、原則として、所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日
が計算期間の始期とされている点に留意すること。
ロ　所得税において過去の保険年金に係る雑所得について新たに確定申告が行われた場合※

　市町村が保険年金に係る雑所得について調査し、自主決定を行っている場合を除き、通常、当該保険年金に係る
雑所得について個人住民税は課されていないものと考えられることから、税務署から当該保険年金に係る雑所得に関す
る確定申告書の写しを入手した場合には、当該確定申告書の写しに係る納税者の過去の課税状況を十分確認すること。
　なお、この結果、個人住民税額が増額されることもあり得るが、国税庁作成のパンフレットにもその旨が明記され、
納税者への周知が行われる予定であり、市町村においても納税者に十分説明を行い、理解が得られるよう努力いた
だきたいこと。
※　保険年金に係る雑所得以外の所得についてのみ確定申告を行っていた者が、新たに当該雑所得を所得税の課税所得として
更正する場合を含む。
ハ　イ、ロ以外の場合
　保険年金に係る雑所得の金額について個人住民税が課されている者のうち、所得税非課税者や、所得税課税者
であるが、イ、ロの手続きを行っても所得税の還付がないことなどからこれらの手続きを取らない一方、個人住民税に
ついては、市町村の自主決定により保険年金に係る雑所得が課税されており、還付となり得る者については、市町村
において調査を行い、保険年金に係る雑所得の金額を適切に算定し、変更賦課決定を行うこと。
　還付加算金については、過去の保険年金に係る個人住民税の納付があった日の翌日が計算期間の始期とされて
いる点に留意すること。
　なお、本ケースに該当する者については、市町村において対象者を調査・把握し、必要に応じて、速やかに変更
賦課決定を行うことが基本であるが、国税庁作成パンフレットにも市町村において相談に対応する旨が明記されている
ほか、保険年金に係る雑所得の取扱いに関して税務署が納税者から相談を受けたが、所得税の還付はないと認め
られる者については、市町村に相談するよう助言がなされる予定であることから、対象者の把握に当たっては、税務
署と連携し、この仕組みを適宜活用すること。

●個人住民税の過去5年を超える納税分に係る地方団体の対応について
　所得税の過去5年を超える納税分への対応については、特別な還付措置を講ずる方向で検討されているところで
あるが、個人住民税の過去5年を超える納税分の取扱いについては、
①所得税の過去5年を超える納税分に関する措置は、国税における特別な対応であること
②地方税に関する権限は、地方自治の本旨の根幹を成すものであり、地方税法に規定されている「還付は5年以内
に限る」とする基本ルールを、国の政策判断で変更し、全ての地方団体に一律に適用することは適切ではないこと
③現状においても、各地方団体の判断で過去5年を超える納税分について給付等により救済を行うことは可能であること
　※　一部団体においては、過去5年を超える納税分について、給付等による救済を独自に行っている事例がある。
などから、本件に係る個人住民税の過去5年を超える納税分の取扱いについては、各地方団体において判断するこ
とが適切であり、国として法令に基づき地方団体に対して所得税と同様の対応を義務付けることは予定していないこと。
　なお、各地方団体が独自の判断に基づいて本件に係る給付等による救済を行った場合の財政措置については、
別途検討中であること。
  　

5年又は2年の
いずれか選択

   （編注：平成22年10月1日付で総務省が各都道府県への通知した文書（総税市第64号）を一部抜粋したものである）

【図1】3月決算法人が課税事業者を選択するケース
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【図2】3月決算法人が簡易課税制度の適用を受けるケース
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【図3】6月決算法人（震災特例法の適用があるケース）
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【図表3】 6月決算法人（震災特例法の適用があるケース）
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【図4】12月決算法人（震災特例法の適用がないケース）
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【図】加入対象者の範囲の拡大

【参考】「事業再生に係るDES（Debt Equity Swap：債務の株式化）研究会報告書」より抜粋

【参考】初回申請時の添付書類の改正

【図表1】各証券取引所の独立役員の確保状況

3．具体的な事例へのあてはめ
（2）回収可能部分を含むDES
　合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資
債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消
滅益（債権者側では譲渡損）として認識されることとなる。下図では、回収不可能債権100に加
え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。

※　通過率は、その段階の試験の合格者数を前段階試験の合格者数（一段階の試験の場合は受験者数）で単純に除したもの。
　　前年以前の前段階試験の合格者等がいるため、前段階試験の合格者数が次段階試験の受験者数とはならない。

（出典：金融庁）
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❶上場企業 約3,900社

❸会社法大会社 約10,000社から
①、②に含まれるものの数
を除く

有価証券報告書提出会社
（①、②）以外の

（資本金５億円以上、又は
  負債総額200億円以上）

❹①、②、③以外の
株式会社

約250万社から
①、②、③に含まれるものの
数を除く

❷金商法開示企業 約1,000社
（①以外）

所得区分に関する裁判所の判断所得区分に関する裁判所の判断

会長発言（骨子：未定稿）会長発言（骨子：未定稿）

※今後議事録の精査により、修正があり得る。

東　京 大　阪 名古屋 福　岡 札　幌
未確保
148社（6.4％）

確保済
2,153社
（93.6％）

平均：1.94人 平均：1.8人 平均：2.3人 平均：2.3人 平均：2.5人

未確保
131社（7.4％）

確保済
1,642社
（92.6％）

未確保
19社（5.4％）

確保済
330社

（94.6％）

未確保
2社（1.5％）

確保済
128社

（98.5％）

未確保
3社（4.0％）

確保済
72社

（96.0％）

（出典：企業統治研究会提出資料に基づき作成）

3つの要件を満たした場合

当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。

【表2】本件訴訟における争点

（1） 弁護士の代理出席の拒絶による本件決議の違法性の有無
（2） 本件委任状のうち添付資料のないものを無効として取り扱ったことによる本件決議の違法性の有無
（3） 本件委任状のうち押印のないものを無効として取り扱ったことによる本件決議の違法性の有無
（4） 議長不信任の動議を採り上げなかったことによる本件決議の瑕疵の有無
（5） 裁量棄却の可否
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実質的な意味なし
　震災特例法43条では、国税通則法11条の
規定による申告期限の延長に伴い、消費税の中
間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場
合には、その消費税の中間申告書については提
出しなくてもよいこととされている。
　これは、中間申告書に記載することになる中
間申告税額は、同時に提出することとなる確定
申告書に記載した税額から控除することになる
ため、実質的に提出してもらう意味がないため
である。
震災特例がない場合は各中間申告書を提出
　ただし、年3回、年11回中間申告を行う事
業者で、中間申告期限のみ同一の日となる場合
については、特例の対象とはならないので留意
したい点だ。
　中間申告期限が同一となる複数の中間申告に
ついては、中間申告対象期間ごとにそれぞれの
中間申告書を提出することになる。

　たとえば、中間申告を3回と想定し、仮に指
定日を平成23年10月31日とした場合の6月
決算法人（図3参照）と12月決算法人（図4
参照）の適用の有無については以下のとおりと
なる。
　6月決算法人については、第3期の中間申告
期限（本来は5月31日）と確定申告書の提出
期限（本来は8月31日）が平成23年10月31
日と延長され同一となるため、第3期の中間申
告書の提出はしなくてよいこととなる。
　一方、12月決算法人については、第1期お
よび第2期の中間申告書の提出期限（5月31
日と8月31日）は、平成23年10月31日まで
延長されることになるが、当該課税期間に係る
確定申告書の提出期限である平成24年2月29
日とは同一にならないため、震災特例法の適用
はなく、それぞれの中間申告書の提出が必要に
なるので留意したい。

中間申告と確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合の特例とは？

※A社の株主である親会社に対するＢ社株の割当てを省略

【図7】 営業権に関する議論は不毛？

【図表1】公認会計士試験制度の概要
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【図2】債務者会社の経理処理

損益通算の範囲拡大イメージ
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（出典：金融庁公表資料に基づき作成）
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DES

【図3】本件自己株式の譲渡の概要（平成16年5月期）

③債権（3億2470万円）

②①債権を1億6200万円
で取得

③自己株式（34万株） 債務者会社債権者会社

100％出資

100％出資

新設医療法人

新設医療法人

A国

日本企業

利子20

A国企業

日本

軽課税国・地域

A国

子会社
所得20

子会社設立
（金銭出資）

ステップ1 ステップ2 ステップ3

2009

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

違反事実
および課
徴金の額
を認める旨
の答弁書
が提出さ
れた場合

2012年にIFRSを強制適用するか否かを判断

1．試験体系を3段階5回から1段階2回（短答式試験、論文式試験）に簡素化
2．試験の一部免除の拡大等
　  ・短答式試験合格者に対する再受験免除制度（2年間）の導入
　  ・論文式試験における科目別再受験免除制度（2年間）の導入
　  ・企業などにおける実務経験者に対する財務会計論の免除
　  ・専門職大学院修了者などに対する短答式試験3科目（財務会計論、管理会計論、監査論）の免除
3．実務経験の位置付け変更（公認会計士の登録要件に変更）
4．会計士補の資格の廃止等

平
成
1
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年
度
か
ら
実
施

（
2
0
0
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年
度
）

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）。

※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。

※　内閣総理大臣の権限は金融庁長官に委任されている（金商法194条の7）
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【図】3月決算法人が初回の認定申請を行う場合

【図】試験の各段階にける通過率について（例示）
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※注　平成22年試験から、短答式試験が年2回（12月と5月）に増える。
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二段階目の試験の難易度を高くする

▶二段階目の合格者が高年齢
で実務経験を積めない者が
多くなるのではないか
▶仮に、二段階目の試験の受験要
件に実務経験を求めることとした
場合に、どのように考えられるか
▶監査業界や経済界が一段階
目の合格者を採用しないの
ではないか
▶一段階目の合格者に順位を通知
すること等により、実務経験の機
会を確保することができるか

18,000人

三段階目の考査・試験の
難易度を高くする

▶三段階目の考査又は試験の
通過率が低いと、一段階目、
二段階目の合格のインセン
ティブが減じられ、資格制度
への魅力が損なわれるので
はないか
▶仮に、資格登録と監査登録を
分けることとした場合に、どの
ように考えられるか
▶実務補習まで修了した者の
合格を絞り込むことについて
どう考えるか

2,000人
通過率約11％

4,000人
通過率約22％

4,000人
通過率約22％

2,000人
通過率約50％

2,800人
通過率約70％

所得税における相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等に伴
う個人住民税の課税の取扱いについて（一部抜粋）

●個人住民税の過去5年以内の納税分に係る地方団体の対応について

個人住民税の変更賦課決定について
イ　所得税において過去の保険年金に係る雑所得について更正が行われた場合
　所得税において保険年金に係る雑所得の金額が更正された場合においては、市町村は原則として、当該更正した
金額を基準として個人住民税を算定することとされており、個人住民税においても変更賦課決定を行う必要があること。
　還付加算金については、原則として、所得税の更正の通知がされた日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日
が計算期間の始期とされている点に留意すること。
ロ　所得税において過去の保険年金に係る雑所得について新たに確定申告が行われた場合※

　市町村が保険年金に係る雑所得について調査し、自主決定を行っている場合を除き、通常、当該保険年金に係る
雑所得について個人住民税は課されていないものと考えられることから、税務署から当該保険年金に係る雑所得に関す
る確定申告書の写しを入手した場合には、当該確定申告書の写しに係る納税者の過去の課税状況を十分確認すること。
　なお、この結果、個人住民税額が増額されることもあり得るが、国税庁作成のパンフレットにもその旨が明記され、
納税者への周知が行われる予定であり、市町村においても納税者に十分説明を行い、理解が得られるよう努力いた
だきたいこと。
※　保険年金に係る雑所得以外の所得についてのみ確定申告を行っていた者が、新たに当該雑所得を所得税の課税所得として
更正する場合を含む。
ハ　イ、ロ以外の場合
　保険年金に係る雑所得の金額について個人住民税が課されている者のうち、所得税非課税者や、所得税課税者
であるが、イ、ロの手続きを行っても所得税の還付がないことなどからこれらの手続きを取らない一方、個人住民税に
ついては、市町村の自主決定により保険年金に係る雑所得が課税されており、還付となり得る者については、市町村
において調査を行い、保険年金に係る雑所得の金額を適切に算定し、変更賦課決定を行うこと。
　還付加算金については、過去の保険年金に係る個人住民税の納付があった日の翌日が計算期間の始期とされて
いる点に留意すること。
　なお、本ケースに該当する者については、市町村において対象者を調査・把握し、必要に応じて、速やかに変更
賦課決定を行うことが基本であるが、国税庁作成パンフレットにも市町村において相談に対応する旨が明記されている
ほか、保険年金に係る雑所得の取扱いに関して税務署が納税者から相談を受けたが、所得税の還付はないと認め
られる者については、市町村に相談するよう助言がなされる予定であることから、対象者の把握に当たっては、税務
署と連携し、この仕組みを適宜活用すること。

●個人住民税の過去5年を超える納税分に係る地方団体の対応について
　所得税の過去5年を超える納税分への対応については、特別な還付措置を講ずる方向で検討されているところで
あるが、個人住民税の過去5年を超える納税分の取扱いについては、
①所得税の過去5年を超える納税分に関する措置は、国税における特別な対応であること
②地方税に関する権限は、地方自治の本旨の根幹を成すものであり、地方税法に規定されている「還付は5年以内
に限る」とする基本ルールを、国の政策判断で変更し、全ての地方団体に一律に適用することは適切ではないこと
③現状においても、各地方団体の判断で過去5年を超える納税分について給付等により救済を行うことは可能であること
　※　一部団体においては、過去5年を超える納税分について、給付等による救済を独自に行っている事例がある。
などから、本件に係る個人住民税の過去5年を超える納税分の取扱いについては、各地方団体において判断するこ
とが適切であり、国として法令に基づき地方団体に対して所得税と同様の対応を義務付けることは予定していないこと。
　なお、各地方団体が独自の判断に基づいて本件に係る給付等による救済を行った場合の財政措置については、
別途検討中であること。
  　

5年又は2年の
いずれか選択

   （編注：平成22年10月1日付で総務省が各都道府県への通知した文書（総税市第64号）を一部抜粋したものである）

【図1】3月決算法人が課税事業者を選択するケース
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（出典：国税庁資料に基づき編集部が作成）
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【図2】3月決算法人が簡易課税制度の適用を受けるケース
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【図3】6月決算法人（震災特例法の適用があるケース）
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【図表3】 6月決算法人（震災特例法の適用があるケース）
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【図4】12月決算法人（震災特例法の適用がないケース）
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【図】加入対象者の範囲の拡大

【参考】「事業再生に係るDES（Debt Equity Swap：債務の株式化）研究会報告書」より抜粋

【参考】初回申請時の添付書類の改正

【図表1】各証券取引所の独立役員の確保状況

3．具体的な事例へのあてはめ
（2）回収可能部分を含むDES
　合理的に回収不可能とされた部分に加え、回収可能とされた部分もDESを行う場合、現物出資
債権の評価は回収可能額となる。このため、債権の券面額と回収可能額の差額が債務者側で債務消
滅益（債権者側では譲渡損）として認識されることとなる。下図では、回収不可能債権100に加
え、回収可能債権100についてもDESする場合に、現物出資債権の評価額は100となる。

※　通過率は、その段階の試験の合格者数を前段階試験の合格者数（一段階の試験の場合は受験者数）で単純に除したもの。
　　前年以前の前段階試験の合格者等がいるため、前段階試験の合格者数が次段階試験の受験者数とはならない。

（出典：金融庁）
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❶上場企業 約3,900社

❸会社法大会社 約10,000社から
①、②に含まれるものの数
を除く

有価証券報告書提出会社
（①、②）以外の

（資本金５億円以上、又は
  負債総額200億円以上）

❹①、②、③以外の
株式会社

約250万社から
①、②、③に含まれるものの
数を除く

❷金商法開示企業 約1,000社
（①以外）

所得区分に関する裁判所の判断所得区分に関する裁判所の判断

会長発言（骨子：未定稿）会長発言（骨子：未定稿）

※今後議事録の精査により、修正があり得る。

東　京 大　阪 名古屋 福　岡 札　幌
未確保
148社（6.4％）

確保済
2,153社
（93.6％）

平均：1.94人 平均：1.8人 平均：2.3人 平均：2.3人 平均：2.5人

未確保
131社（7.4％）

確保済
1,642社
（92.6％）

未確保
19社（5.4％）

確保済
330社

（94.6％）

未確保
2社（1.5％）

確保済
128社

（98.5％）

未確保
3社（4.0％）

確保済
72社

（96.0％）

（出典：企業統治研究会提出資料に基づき作成）

3つの要件を満たした場合

当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。
当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別会社に資産を
譲渡した企業の子会社に該当しないものと推定する。

【表2】本件訴訟における争点

（1） 弁護士の代理出席の拒絶による本件決議の違法性の有無
（2） 本件委任状のうち添付資料のないものを無効として取り扱ったことによる本件決議の違法性の有無
（3） 本件委任状のうち押印のないものを無効として取り扱ったことによる本件決議の違法性の有無
（4） 議長不信任の動議を採り上げなかったことによる本件決議の瑕疵の有無
（5） 裁量棄却の可否
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